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議案第１７号 

   世田谷区本庁舎等整備工事の工期延伸に伴う違約金等の取扱に係る和解 

 上記の議案を提出する。 

    令和６年２月２０日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に基づき、本案を提出する。 
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   世田谷区本庁舎等整備工事の工期延伸に伴う違約金等の取扱に係る和解 

 世田谷区本庁舎等整備工事の工期延伸に伴う違約金等の取扱については、別紙和解

条項により和解に応ずる。 

 １ 和解当事者 

   東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

    発注者 世田谷区 

東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

受注者 大成建設株式会社東京支店  

 常務執行役員支店長 中 村 有 孝 

 ２ 事件の概要 

   世田谷区は、大成建設株式会社東京支店（以下「大成建設」という。）と令和

３年５月２０日付で、世田谷区本庁舎等整備工事請負契約を締結した。 

   令和５年５月２４日付で、大成建設から世田谷区本庁舎等整備工事における１

期工期の延伸の申出があり、同年７月１４日付で、２期及び３期工期についても

延伸の申出があった。 

   世田谷区本庁舎等整備工事の工期延伸に伴う違約金等の取扱について、世田谷 

区は、世田谷区本庁舎等整備工事請負契約の約款に基づき、各工期に係る遅延違

約金、技術提案不履行に伴う違約金及び世田谷区に生じた損害額を請求すること

ができると主張する一方で、大成建設は、遅延違約金について、全体工期の末日

までに引渡しが完了しない３期工期に相応する契約金額に対し、全体工期の延伸

日数に応じて算定すること及び遅延違約金は、原則として損害賠償の予定である

ことから当該遅延違約金とは別に世田谷区に生じた損害額を支払う義務はないこ

とを主張し、違約金等の算定方法に係る解釈について争いが生じた。 

   この解釈について世田谷区と大成建設の間で協議を重ねた結果、遅延違約金に 

ついては、各工期に相応する契約金額に対し、当該各工期の延伸日数に応じて算

定し、世田谷区に生じた損害額については、技術提案不履行に伴う違約金を超過

した場合に、その超過分について、遅延違約金とは別に支払うことで、合意に向

けた協議が整った。 

   令和５年１１月２７日付で、世田谷区本庁舎等整備工事の工期延伸に伴う違約 

金等の取扱について、別紙和解条項の内容により、世田谷区と大成建設とで、和 
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解が成立する見込みとなった。 
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別紙 

和  解  条  項 

 １ 発注者は、第５項記載の遅延違約金を徴収して、当初契約締結時に令和５年７ 

月３１日と定めていた本契約の１期工期を、令和６年３月２９日に延長する。 

２ 発注者と受注者は、本契約の２期工期及び３期工期の延長についても、受注者 

が申し出た見直し工程の条件に基づき現在協議中であり、令和６年３月下旬を目 

途に工期延伸期間並びにこれにともなう世田谷区本庁舎等整備工事請負契約約款

（以下「約款」という。）第４７条の２第５項及び第６項に基づく遅延違約金の

金額及び専ら受注者の責めに帰すべき理由により延長後の工期までに工事を完成 

させることができずさらなる延長が生じる場合の違約罰の金額を協議、合意の上、 

確定させ、世田谷区議会の議決を経たうえで本契約の工期変更契約を締結するこ

とを確認する。 

３ 発注者と受注者は、本件工期延伸の原因は、発注者には一切なく、全て受注者 

 にあることを確認する。 

４ 受注者は、本件工期延伸により、発注者及び区民に影響を及ぼしている状況を 

踏まえ、速やかに人員・機材等を調整のうえ、迅速かつ的確な工事実施に向けて、 

最大限努めるものとする。 

５ 受注者は、発注者に対して、第１項記載の１期工期の延長にあたって、約款第

４７条の２第５項及び第６項の規定に基づく遅延違約金として、１期工期に相応

する契約金額（以下「１期工期相応金額」という。）につき、当初契約締結時の

１期工期からの遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額（現時点で 

の１期工期相応金額１８，４３５，２０８，０００円を基礎に計算した場合１８， 

４３５，２０８，０００円×３パーセント×２４２日÷３６５日により３６６，

６８３，８００円）を支払う義務があることを確認する。なお、第１項記載の１

期工期若しくは１期工期相応金額のいずれか一方又はその両方に変更があった場

合には、当該変更に基づき再計算するものとする。 

６ 発注者と受注者は、本件工期延伸に関し、令和３年５月２０日付３世庁舎建第 

 １８号「世田谷区本庁舎等整備工事における技術提案等の取扱いについて」（以 

下「技術提案取扱い」という。）第８項及び同別紙「世田谷区本庁舎等整備工事 

における技術提案に係る違約金について」（以下「別紙」という。）第２項⑷に 
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基づく違約金（以下「技術提案不履行違約金」という。）について、次の⑴ない 

し⑷のとおり合意する。 

  ⑴ 第１項記載の本契約の１期工期の延長について、技術提案のうち、①事業特

性を考慮した施工体制「長期間かつ、複雑な事業であることを考慮した施工体

制及び技術者の配置」、①事業特性を考慮した施工体制「区との連携、区民対

応を考慮した体制や工事運営の具体的な提案」及び④全体工期及び各工期の設

定「社会情勢の変化や施工におけるリスクを考慮した工期遵守のための方策」

の３項目について、不履行と認め、１項目につき２点減点とすることを確認す

る。 

⑵ 受注者は、発注者に対し、本項⑴の減点に基づく技術提案不履行違約金とし

て、４１５，８０１，８８１円を支払う義務があることを確認する。 

⑶ 受注者は、本項⑴の３項目の不履行によって発注者に生じた実際の損害額（

本件工期延伸にともない発注者に生じた損害額を含む。）が本項⑵に定める技

術提案不履行違約金の額（本件工期延伸により技術提案不履行違約金が増額さ

れる場合の額を含む。）を超える場合においては、別紙第２項⑷に従い、超過

分につき支払う義務があることを確認する。 

⑷ 受注者は、本項⑵に定める技術提案不履行違約金を本契約の請負代金額の１

期工期の支払期日に支払うものとする。なお、本項⑶に定める発注者に生じた

実際の損害額のうち１期工期において発生した金額が本項⑵に定める技術提案

不履行違約金の額に満たない場合には、その差額を、２期工期又は３期工期の

精算の際に、本項⑶に定める発注者に生じた実際の損害額のうち２期工期又は

３期工期において発注者に生じた損害額から減算するものとする。 

７ 今後、専ら受注者の責めに帰すべき事由により、本契約の１期工期について、 

 第１項記載の延長後の工期までに工事を完成することができず、さらなる延長が 

生じる場合（以下「１期工期の更なる延長」という。）には、受注者は、発注者 

に対し、第５項に定める遅延違約金に加えて、違約罰として、１３８，６００， 

６２７円（ただし、当該違約罰の金額は、技術提案取扱いに基づく技術提案のう 

ち、①事業特性を考慮した施工体制「長期間かつ、複雑な事業であることを考慮 

した施工体制及び技術者の配置」及び①事業特性を考慮した施工体制「区との連 

携、区民対応を考慮した体制や工事運営の具体的な提案」の２項目につき、各１ 
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点の減点があったものとして計算される技術提案不履行違約金の額と同額である。） 

を支払うものとする。さらに、受注者は、発注者に対して、１期工期の更なる延 

長によって発注者に生じた実際の損害額を、違約罰とは別に、支払う義務がある 

ことを確認する。 

８ 第５項ないし第７項による損害賠償又は違約金は、約款第４９条の規定により、 

約款第３８条又は第３２条（約款第３９条によって準用する場合を含む。）の規 

定による支払い時に、請負代金額と相殺する。 

９ 本合意書第２項に従い２期工期及び３期工期の工期変更契約を締結した場合、

約款第４７条の２第５項及び第６項の規定に基づく遅延違約金については、本合

意書第５項の定めを準用して算出する。 

１０ 前各項で定める事項に基づき、本契約を変更するものとする。ただし、世田 

  谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、

世田谷区議会の議決に付すべき契約変更については、当該議決を要件とする。 

１１ 発注者及び受注者は、本合意書の締結後、本契約が解除された場合には、本

合意書に基づき受注者が発注者に支払った金額を約款第４７条の２第２項に定

める違約金から控除することを確認する。 

１２ 発注者及び受注者は、本件工期延伸について、本合意書に定めるもののほか、 

受注者が何ら債務を負担するものではないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


